
適

ランに即したまちづく

性

りを進めるため、都市

を

基盤整備や大規模団地

支

の建替えに合わせ、市

え

街地整備
制度や地区計

る

画等の都市計画制度を

ま

活用し、産業集積や良

ち

好な市街地の形成を図

づ

る。
良好な住環境形成

く

・都立六仙公園の計画

り

面積全体の開園に向け

上

、引き続き東京都に整

位

備の推進を要請する。

政

への誘導 ・公園の整備

策

にあたっては、周辺の

0

環境を考慮し、特色あ

3

る公園づくりを進める

住

とともに、老朽化した

み

公園遊具の修繕等
を計

や

画的に実施し、安全・

す

安心で魅力ある公園づ

さ

くりを進める。
・生産

を

緑地地区制度を活用し

感

、緑地機能及び多目的

じ

保留地機能を兼ね備え

る

た農地を保全し良好な

ま

都市環境の形成を図る

ち

。
また、ほとんどの生

施

産緑地が期間経過とな

策

り買い取り申し出が可

統

能となる令和4年を見

括

据え、都市農地の果た

課

す役割を考
慮し計画的

都

な保全に向けた方策を

市

検討する。

・バス路線

計

の新設や変更について

画

、関係機関に要望や協

課

議を行い、路線バスの

施

利便性向上に努める。

策

07-03 ・他自治体

統

による公共交通の新し

括

い取組状況等について

課

情報収集を行い、財政

長

状況を勘案しながら地

名

域性や道路環境等を

交

久

通環境の充実 考慮した

保

地域公共交通の充実に

　

向けた検討を行う。
・

隆

放置自転車については

義

、引き続き利用者等に

関

対し指導を行うととも

連

に、撤去を行い、放置

課

自転車による通行障害

環

等の解
消を図る。また

境

、不足が懸念される自

政

転車等駐車場について

策

は、運営について民間

課

活力の活用も含め検討

、

を行い、新たに
恒久的

都

な施設の確保に努める

市

。

計画課、道路計画課、管理課、施設建設課

関連する 東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）、道路舗装補修工事5カ年計画、（市）橋梁長寿命化修繕計画、（

個別計画等 市）都市計画マスタープラン、（市）第二次緑の基本計画、（市）都市公園施設長寿命化計画、（

令

市）公共下水道プラン

和

生活道路の整備、橋梁

3

長寿命化修繕計画、都

年

市計画道路の整備、都

度

市計画事業の推進、都

施

市計画マスタープラン

策

予定計画事業
の改定、

評

地区計画の策定・用途

価

地域の見直し（市街地

表

整備事業の調査・検討

(

）、公園施設の長寿命

令

化　他

・人にやさしく

和

、利便性と快適性を兼

2

ね備えた都市環境をつ

年

くるため、自然環境や

度

周辺環境と調和した市

振

街地整備を進め
施策に

り

対する
るとともに、日

返

常生活及び広域的視点

り

に立った、道路交通体

)

系の整備、下水道、公

１

園をはじめとする都市

　

機能の充実を図
基本的

施

な考え方
る。

（第4次

策

長期
・土地利用に関す

の

る方針に基づき、きめ

概

細やかで計画的なまち

要

づくりの推進に努める

（

。
総合計画より）

基本

第

事業名（1～3） 第4

4

次長期総合計画におけ

次

る方向性
・市民や利用

長

者の利便性と生活環境

期

の向上を図るため、地

総

域の現状と課題を踏ま

合

え、安全性・快適性に

計

配慮し、計画的に
07

画

-01 生活道路の補修

（

や拡幅整備を進める。

後

道路の整備 ・だれもが

期

安心して通行できる歩

：

行空間及び自転車走行

平

空間の整備を進める。

成

・道路の緑化や透水性

2

舗装等、自然環境との

8

調和をめざした道路の

年

整備を検討する。
・電

度

線等の地中化や歩行空

～

間のバリアフリー化を

令

促進し、安全・安心・

和

快適な交通環境の整備

2

を図る。
・「東京にお

年

ける都市計画道路の整

度

備方針（第四次事業化

）

計画）」に基づき、計

に

画的・効果的に都市計

掲

画道路の未整備区
間の

げ

整備を推進する。
・市

る

道改修事業については

事

、整備の優先度を踏ま

項

えながら事業を進める

）

。

・市街地のまちなみ

施

や都市景観を良好なも

策

のにしていくため、建

名

築物の用途や高さの限

0

度などを定めることが

7

できる地区
07-02

生

計画等の都市計画制度

活

を活用した取組を進め

の

る。

都市的土地利用と

快

・都市計画マスタープ



4次長期総合計画における方向性
・公共下水道への未接続世帯に対する普及促進を図る。

07-04 ・経年劣化している老朽管の改築・更新に向けた整備と合わせて、施設の耐震化を進め、効率的な整備を行うことで、将

公共下水道の整備 来にわたって快適な生活を支える下水道事業を推進する。
・施設の維持管理については、従来の発生対応型から長寿命化を含めた予防保全型への転換を図るとともに、限られた財
源を有効に活用すべく、優先順位や事業費の平準化を考慮した効率的な実施を図る。
・支出と収入のバランスを考慮し、下水道施設の効率的な管理を推進することにより、安定した下水道経営を行う。
・地方公営企業法の適用に向けて、検討・準備を行う。
・台風や局所的な豪雨も視野に入れ雨水事業を推進し、道路冠水箇所の解消に努める。

２　施策の成果指標と実績

No 成果指標 単位 平成30年度 平成31年度 令和2年度

良好

１

なまちなみ景観が形成

　

されていると感じ
1 ％

施

68 未把握 75
ている

策

市民の割合

市内の道路

の

を通行するときに危な

概

いと思った
2 ％ 70.

要

 9 未把握 75. 6

（

ことがある市民の割合

第

市内の移動に不便を感

4

じている市民の割合
3

次

％ 44.3、34.3

長

、43.0 未把握 43

期

.4、34.8、43

総

.2
（公共施設、日常

合

生活、医療機関）.

雨

計

水下水道整備率
4 ％ 1

画

3. 8 13. 9 1

（

4. 1

水洗化率
5 ％

後

99. 6 99. 7

期

99. 7

３　施策内

：

事務事業数と施策のコ

平

スト

項目 単位 平成30

成

年度 平成31年度 令和

2

2年度

本施策を構成す

8

る事務事業数 本 67 6

年

1 60

トータルコスト

度

千円 3,072,08

～

8 2,543,377

令

3,589,098

事

和

業費（内書き） 千円 2

2

,805,965 2,

年

287,897 3,3

度

07,837

人件費（

）

内書き） 千円 266,

に

123 255,480

掲

281,261

げる事項）

基本事業名（4～5） 第



や

ついては、都市計画マ

都

スタープ
線及び同3･

の

4･21号線沿道につ

補

いては、今後の地区計

助

画の策 ランの改定を踏

に

まえ、周辺環境と調和

お

した良好なまちなみの

い

形成や防災性の向
定等

て

に向け、地域の課題等

市

の抽出やまちづくりに

施

関する意 上等を図る土

行

地利用を誘導するため

の

、地区計画の策定や用

優

途地域の変更等の検
識

先

の醸成等を図る必要が

整

あることから、平成3

備

1年度に当該 討を進め

路

る。
地区の土地所有者

線

を対象として、意向調

と

査の実施やまちづ ・生

４

し

産緑地地区については

て

、面積要件緩和や再指

位

定等、新たな制度を活

置

用し、
くりニュースの

付

発行を行った。 新規指

け

定を拡大する取組を進

ら

めるとともに、特定生

れ

産緑地の指定を積極的

て

に進
・生産緑地制度に

い

ついては、平成30年

　

る

度に面積要件の緩和 め

金

、緑地機能を持つ農地

等

の計画的な保全を図り

を

、良好な都市環境の形

最

成に努め
等、制度の見

大

直しを行った。なお、

限

特定生産緑地の指定に

活

る。　
ついては、令和

用

2年度から開始してい

し

るが、今後は、さら ・

基

、

都市計画マスタープラ

後

ンの改定を踏まえ、都

年

市的土地利用と良好な

度

住環境形
なる制度の周

負

知を図り、指定期限を

担

踏まえ意向の把握を行

に

成への誘導に向けた土

も

地利用や、地域活力の

注

向上に資する用途地域

意

の見直しな
う必要があ

本

を

る。 どの検討を行って

払

いく。
2 ・都市計画マ

い

スタープランについて

つ

は、令和3年中の改定

つ

・向山緑地公園の拡幅

、

については、引き続き

着

拡幅に向けた取組を行

実

う。また、
に向け、令

に

和2年度から、市民意

事

見の聴取等を行いつつ

事

業

、 都市公園の老朽化し

を

た公園遊具等について

推

は、公園施設長寿命化

進

対策事業によ
学識経験

す

者や市民等で構成され

る

る改定検討委員会にお

東

いて り計画的に修繕を

村

実施し、安全・安心な

山

魅力ある公園づくりの

都

取組みを進める
検討を

業

市

進めている。 。
・現在

計

、市民1人当たりの公

画

園面積は、近隣の市に

道

比べ少
ないが、都立六

路

仙公園の整備により、

3

市内の公園の充実度
の

･

向上が期待されており

4

、公園の計画面積全体

･

の開園に向
け、さらな

1

る促進が求められてい

に

3

る。また、向山緑地公

号

園
については、都市計

線

画変更を行い、拡幅に

及

向けた取組みを
行って

び

いる。なお、公園の老

同

朽化した遊具等の施設

3

の維持
管理については

･

、計画的に取り組むこ

4

とが必要である。

・令

･

和3年3月にデマンド

つ

2

型交通についての利用

1

状況、満足 ・子育て世

号

帯や高齢者を対象とし

線

たデマンド型交通につ

（

いては、周知活動に努

幸

度等を把握するため、

町

「東久留米市デマンド

・

型交通」の利 めるとと

。

もに、様々な視点から

ま

利用実績の検証を進め

い

た

る。
用者アンケートを

、

実施した。 ・地域公共

市

交通の充実に向け、バ

道

ス事業者には道路整備

改

の計画・進捗状況等に

修

・公共交通空白地域の

事

減少に向けた、都市計

業

画道路等の新 ついて、

は

継続的な情報提供に努

、

める。
たな整備に伴う

て

残

バス路線の拡充につい

り

ては、バス事業者に ・

の

放置自転車等対策につ

用

いては、引き続き自転

地

車等の放置防止の啓発

取

や指導を
対し継続的に

得

要望を行っていく必要

に

がある。 行うとともに

向

、放置自転車等の撤去

け

による道路の通行障害

（

、

の解消に努める。
・駅

地

周辺の恒久的な自転車

権

等駐車場の確保に向け

者

、平成30 ・自転車等

の

駐車場整備事業につい

理

ては、PFI等手法（

解

DBO方式）により、

・

令和6
年3月に策定さ

協

れた「東久留米市駅周

力

辺自転車等駐車場整 年

1

を

3月までに東久留米駅

得

西口第一及び第二駐車

る

場の設計、建設を進め

小

る。また
備計画」に基

山

づき、令和3年度から

・

の駅西側の施設整備に

本

、当該施設を含めた東

町

久留米市立自転車等駐

区

車場について、令和1

間

6年11月30日
向け

～

:

た取組みを都市計画事

約

業として進めてきてい

1

る。当該 までを期限と

.

して、指定管理者によ

8

る維持管理、運営を行

k

う。
事業は、特定財源

m

として国や都の補助金

）

等を活用するとと
3 も

を

に、市が資金調達を行

3

い、民間事業者が施設

3

工

の設計、建
設、維持管

区

理、運営を一括で行う

に

DBO方式としたPF

分

I等手法
を導入したう

割

えで、総合評価落札方

し

式による入札の手続き

、

による事業者選定の取

幸

組みを進めた。

町五

）

丁目 よう努めると共に

現

、土地収用に関する方

状

策を研究していく。
地

と

域の冠水の早期解消を

課

図るため、第1工区（

題

幸町区間） ・現道の無

令

電柱化については、重

和

要な防災拠点である東

4

久留米消防署に面した

年

より事業に着手し、物

度

件調査、用地確保を進

に

めている。第 「さいわ

向

い通り」から都の補助

け

金を活用し、取組みを

た

進める。
2工区（小山

方

・本町区間）について

向

も、令和2年8月に事

性

業 ・市道の補修等につ

・

いては、「東久留米市

都

第4期道路舗装補修工

市

事5カ年計画」
認可を

計

取得し、物件調査に着

画

手した。 等に基づき、

道

都の補助金等を活用し

路

計画的に実施する。ま

の

た、避難所周辺の啓
・

整

都市計画道路の整備に

備

ついては、現下の厳し

に

い財政状況 開道路を中

つ

心に、路面下空洞調査

い

を計画的に実施し、道

て

路陥没を未然に防止す

は

のなかではあるが、「

、

第四次事業化計画」に

「

基づき、優先 ることや

第

、5年毎の橋梁の法定

四

点検の実施結果を踏ま

次

え、計画的に橋梁の長

事

寿
整備路線の整備を国

業

や都の補助金等を活用

化

し、計画的、効 命化対

計

策を図るなど、道路の

画

安全性を高める。
1 率

」

的に進めていく必要が

・

ある。
・平成31年3

都

月に策定した「東久留

市

米市無電柱化推進計画

計

」に基づき、都市防災

画

機能の強化、安全で快

道

適な歩行空間
の確保、

路

良好な都市景観の創出

の

等を図るため、無電柱

整

化に
向けた取組みを進

備

めている。
・市道改修

に

事業については、現在

つ

、補助幹線道路（南沢

い

通
り）の拡幅に向け、

て

用地交渉を進めている

は

。
・市道の安全な利用

、

に向け、平成31年度

優

に令和2年度から6
年

先

度を計画期間とした、

整

市道舗装補修の考え方

備

となる「東
久留米市第

路

4期道路舗装補修工事

線

5カ年計画」を策定し

の

た。
今後、本計画によ

整

り、舗装の健全性の確

備

保に努めていく。

・本

に

町、小山及び幸町地区

向

の東村山都市計画道路

け

3･4･13号 ・東村

、

山都市計画道路3・4

国

・13号線等の沿道に



路

画等の検討を進める。

冠

・安全・安心な魅力あ

水

る公園づくりに向け、

な

向山緑地公園の拡幅及

ど

び公園長寿命化対策事

に

業に取り組む。

・地域

対

公共交通については、

応

子育て世帯や高齢者を

す

対象としたデマンド型

る

交通の周知に努め、利

公

用実績等の検証を進め

共

るなど、

地域公共交通

下

の充実に向けた取組を

水

進める。また、新規バ

道

ス路線の開設について

（

、引き続き関係機関へ

雨

要望や協議を行う。

・

備

自転車等駐車場は、P

を

FI等手法（DBO方

継

式）により、都市計画

続

自転車駐車場を建設す

的

るとともに、当該施設

に

を含めた東久留米市

立

進

自転車等駐車場の維持

め

管理、運営を指定管理

て

により行う。

・公共下

お

水道（雨水）事業は、

り

事業計画等の策定に向

、

けた検討を行い、計画

浸

的かつ効率的に整備を

水

進める。また、公営企

被

業会計

により、財政規

害

律を保持し、経営基盤

の

の強化や財政マネジメ

軽

ントの向上等にさらに

減

的確に取り組む。

６　

に

令和4年度の施策の位

一

置づけ

定の効果が 水）事業は、多額の事業費と長期の事業期間を要することから、事業計画等の
現れているが、現在の整備率は、14.1％であり、公共下水 策定に向けた検討を行い、計画的かつ効率的に整備を進める。
道（雨水）未

４

整備地域の比率は高い

　

状況にある。また、近

基

・下水道施設を一体的

本

に捉え、当該施設の老

事

朽化に対応する長寿命

業

化を進め、
年の都市化

に

の進行に伴う保水機能

つ

等の低下もあり、台風

い

や 持続的な機能確保及

て

びライフサイクルコス

（

トの低減を目的とした

4

「下水道スト
局所的豪

～

雨による道路冠水等が

5

増加傾向にあるため、

）

引き ックマネジメント

現

実施方針」に基づき、

状

下水道施設の長寿命化

と

対策を継続的に
続き公

課

共下水道（雨水）整備

題

を進めていく必要があ

令

る。 進める。
・一方、

和

雨水整備に要する費用

4

は、汚水の整備と比較

年

し管 ・下水道事業の経

度

営基盤の強化や財政マ

に

ネジメントの向上等を

向

より的確に行う
径等の

け

施設規模が大きくなる

た

ことから、膨大な費用

方

と整備 ため、地方公営

向

企業法の適用による公

性

営企業会計に則り、限

・

られた収入で、必
期間

公

を要するため、計画的

共

かつ効率的に冠水対策

下

を図って 要な住民サー

水

ビスを将来にわたり安

道

定的に提供していくた

（

め、自らの資産情報
い

雨

く必要がある。 や経営

水

状況を的確に把握し、

）

財政規律の向上に向け

事

、「東久留米市下水道

業

事業
4 ・下水道事業は

に

、限られた収入の下で

つ

安定的かつ継続的な 経

い

営戦略」に即し事業の

て

効率化と財源の確保を

は

進める。
サービスの提

、

供を求められているこ

こ

とから、令和2年4月

れ

1
日から地方公営企業

ま

法を一部（財務規定）

で

適用した。
また、令和

も

2年度には、「東久留

雨

米市下水道事業経営戦

水

略
」を策定しており、

整

今後は財政と経営状況

・

を踏まえ、投資
計画と

近

財政計画の収支が均衡

年

する健全な事業経営の

の

実現を
目指す必要があ

局

る。

5

５　令和4年度

所

に向けた施策方針

【第

的

５次長期総合計画にお

豪

ける施策名「快適な住

雨

環境整備の推進」】

・

等

都市計画道路整備や市

に

道改修・補修は、補助

よ

金等を活用し、安全性

り

・快適性に配慮し、計

発

画的かつ効率的に事業

生

を進める。

・良好な市

す

街地環境の形成を図る

る

ため、都市計画道路の

道

整備に合わせ、地区計

―


